
 

 

契約締結前の公表について 
 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定による随意契約について、岡

山県財務規則第１４９条第２項第２号の規定により、次のとおり公表する。 

 

令和８年３月１４日 

 

１ 役務の名称及び数量 

名称：令和８年度岡山県立北部高等技術専門校庁舎清掃業務委託 

数量：１，３９３．０４㎡ 

 

２ 契約条項を示す場所 

岡山県津山市川崎９５３ 

岡山県立北部高等技術専門校 技術振興総務課 

 

３ 契約の相手方の選定基準 

（１）主たる事務所が岡山県内に所在すること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定する「母子及び父子並び

に寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第６項に規定する母子・父子

福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方

公共団体の長の認定を受けた者」であること。 

 

４ 契約の相手方の決定方法 

期限までに有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の範囲内で最低価格の

見積書を示した者を契約の相手方とする。 

 

５ 見積書の提出期限 

（１）提 出 先 岡山県立北部高等技術専門校 技術振興総務課 

（２）提出期限 令和８年３月２５日（水）午後５時必着 

（３）提出方法 持参のほか、郵送又は民間業者による信書の送達に関する法律（平

成１４年法律第９９号）第２条第６号に規定する一般信書便事業者

若しくは同条第９号に規定する特定信書便事業者による同条第２項

に規定する信書便による見積書の提出も認めるが見積書提出期限ま

でに到達しなかった見積書は無効とする。 

 ６ その他    

本業務委託に係る予算が令和８年２月定例県議会において議決されることが

契約締結等の条件となります。 

 

７ 問合せ先 

業務委託仕様書の交付等については、下記の契約担当課までお問い合わせくだ

さい。 

〒７０８－０８４１ 岡山県津山市川崎９５３ 

岡山県立北部高等技術専門校 技術振興総務課 

電話 ０８６８－２６－１１２５ 

 

 


